
（別添）事前評価のプロセス 

 

判定基準 
判定基準を上回る有害物
質等を含む（※１） 

判定基準以外の有害物質 
特定の有害物質を一定量
以上含む（※２） 

生物毒性 
既往知見や生物試験等か
ら、強い生物毒性が認め
られる 

年間処分量 
年間処分量が基準以下で
ある 

監視計画の策定 

初期的評価 

○脆弱な生態系が存在す

るか 

○重要な生育・生息場等

が存在するか 

○水質の悪化等が問題と

なっている海域が存在

するか 

○海洋利用のなされてい

る海域等が存在するか 

包括的評価 

廃棄物ごとの事前評価
項目（水環境、海底の
環境、海洋生物、生態
系、人と海洋との関わ
りに関する項目）につ
き、現況を詳細に把握 
 
事前評価項目に係る変
化を予測、影響を評価 

海洋環境に著しい支障
を生じるか 

海洋投入不可 

NO 

NO 

NO 

NO YES 

NO NO 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

海洋投入処分 

監視の実施 
・海洋投入処分量の確認 
・判定基準の適合状況の確認 } 原則年一回 

・海域の状況の確認 → 総括的・中間的な監視 
 

※１ 法令上、含有量等に関する数値基準が定められている物質 
※２ 法令上の基準は定められていないが、要監視項目として目安値が定められている物質 


